
 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）【抜

粋】 
（定義） 

第二条 （略） 

２～４ （略） 

５ この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード（住民基本

台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。）を

変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定さ

れるものをいう。 

６～７ （略） 

８ この法律において「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用い

られる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第

八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。）をその内

容に含む個人情報をいう。 

９～１３ （略） 

１４ この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等（行政機関の長、地方公

共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）及び地方公共団体情報システム機構（以

下「機構」という。）並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規

定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。）の使用

に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容

易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による特定

個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理す

るものをいう。 

１５ （略） 

 

（利用範囲） 

第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者

（法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあ

っては、その者を含む。第四項において同じ。）は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特

定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利

用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 

２ 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税（地方税法

（昭和二十五年法律第二百二十六号）第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。）又は防

災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人

情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用する

ことができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 

３～５ （略） 

 

（特定個人情報の提供の制限） 

第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 

一～七 （略）  

八 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこ

ととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令で定

めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の

利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を

含む。以下「情報提供者」という。）に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表

の第四欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限



 

る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該

特定個人情報を提供するとき。 

九 条例事務関係情報照会者（第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第二の第二欄に

掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個

人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報

保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。）が、政令で定めるところにより、条

例事務関係情報提供者（当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実

施者をいう。以下この号及び同条において同じ。）に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第

四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの（条

例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。）の提供を求めた場

合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情

報を提供するとき。 

十 （略） 

十一 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を

処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。 

十二～十七 （略） 

 

 

別表第一（第九条関係） 

十五 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の

支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴

収に関する事務であって主務省令で定めるもの 

 

 

別表第二（第十九条、第二十一条関係） 

情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報 

九 都道府県知  

 事 

児童福祉法による小児慢性特

定疾病医療費の支給に関する

事務であって主務省令で定め

るもの 

都道府県知事等 生活保護法による保護の実施若し

くは就労自立給付金若しくは進学

準備給付金の支給に関する情報（以

下「生活保護関係情報」という。）

又は中国残留邦人等支援給付等の

支給に関する情報（以下「中国残留

邦人等支援給付等関係情報」とい

う。）であって主務省令で定めるも

の 

十四 都道府県

知事 

児童福祉法による障害児入所

給付費、高額障害児入所給付費

又は特定入所障害児食費等給

付費の支給に関する事務であ

って主務省令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦

人等支援給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの 

十六 都道府県

知事又は市町

村長 

児童福祉法による負担能力の

認定又は費用の徴収に関する

事務であって主務省令で定め

るもの 

都道府県知事等 児童福祉法による母子生活支援施

設における保護の実施に関する情

報、生活保護関係情報、児童扶養手

当関係情報又は中国残留邦人等支

援給付等関係情報であって主務省



 

令で定めるもの 

二十四 都道府

県知事 

精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律による費用の徴

収に関する事務であって主務

省令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦

人等支援給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの 

二十六 都道府

県知事等 

生活保護法による保護の決定

及び実施又は徴収金の徴収に

関する事務であって主務省令

で定めるもの 

医療保険者又は後期

高齢者医療広域連合 

医療保険給付関係情報であって主

務省令で定めるもの 

都道府県知事 災害救助法による救助若しくは扶

助金の支給、児童福祉法による小児

慢性特定疾病医療費、療育の給付若

しくは障害児入所給付費の支給若

しくは母子及び父子並びに寡婦福

祉法による資金の貸付けに関する

情報、障害者自立支援給付関係情報

又は難病の患者に対する医療等に

関する法律による特定医療費の支

給に関する情報であって主務省令

で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関

係情報又は母子及び父子並びに寡

婦福祉法による給付金、特別児童扶

養手当等の支給に関する法律によ

る障害児福祉手当若しくは特別障

害者手当若しくは昭和六十年法律

第三十四号附則第九十七条第一項

の福祉手当の支給に関する情報で

あって主務省令で定めるもの 

市町村長 地方税関係情報、母子保健法による

養育医療の給付若しくは養育医療

に要する費用の支給に関する情報、

児童手当法による児童手当若しく

は特例給付の支給に関する情報（以

下「児童手当関係情報」という。）、

介護保険給付等関係情報又は障害

者自立支援給付関係情報であって

主務省令で定めるもの 

社会福祉協議会 社会福祉法による生計困難者に対

して無利子又は低利で資金を融通

する事業の実施に関する情報であ

って主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣若しく

は日本年金機構、共済

組合等又は農林漁業

団体職員共済組合 

年金給付関係情報、厚生年金保険制

度及び農林漁業団体職員共済組合

制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する



 

等の法律による年金である給付の

支給に関する情報、特別障害給付金

関係情報又は年金生活者支援給付

金関係情報であって主務省令で定

めるもの 

文部科学大臣又は都

道府県教育委員会 

特別支援学校への就学奨励に関す

る法律による特別支援学校への就

学のため必要な経費の支弁に関す

る情報であって主務省令で定める

もの 

都道府県教育委員会

又は市町村教育委員

会 

学校保健安全法による医療に要す

る費用についての援助に関する情

報であって主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣又は都

道府県知事 

特別児童扶養手当関係情報又は労

働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律による職業転換

給付金の支給に関する情報であっ

て主務省令で定めるもの 

地方公務員災害補償

基金 

地方公務員災害補償法による公務

上の災害又は通勤による災害に対

する補償に関する情報（以下「地方

公務員災害補償関係情報」という。）

であって主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣又は都

道府県知事等 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律による永住帰国旅費、

自立支度金、一時金若しくは一時帰

国旅費の支給に関する情報又は中

国残留邦人等支援給付等関係情報

であって主務省令で定めるもの 

都道府県知事又は広

島市長若しくは長崎

市長 

原子爆弾被爆者に対する援護に関

する法律による手当等の支給に関

する情報であって主務省令で定め

るもの 

三十一 公営住

宅法第二条第

十六号に規定

する事業主体

である都道府

県知事又は市

町村長 

公営住宅法による公営住宅の

管理に関する事務であって主

務省令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省

令で定めるもの 

三十七 文部科 特別支援学校への就学奨励に 都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省



 

学大臣又は都

道府県教育委

員会 

関する法律による特別支援学

校への就学のため必要な経費

の支弁に関する事務であって

主務省令で定めるもの 

令で定めるもの 

三十八 都道府

県教育委員会

又は市町村教

育委員会 

学校保健安全法による医療に

要する費用についての援助に

関する事務であって主務省令

で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省

令で定めるもの 

五十四 住宅地

区改良法第二

条第二項に規

定する施行者

である都道府

県知事又は市

町村長 

住宅地区改良法による改良住

宅の管理若しくは家賃若しく

は敷金の決定若しくは変更又

は収入超過者に対する措置に

関する事務であって主務省令

で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省

令で定めるもの 

六十四 都道府

県知事又は市

町村長 

母子及び父子並びに寡婦福祉

法による配偶者のない者で現

に児童を扶養しているもの又

は寡婦についての便宜の供与

に関する事務であって主務省

令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報又は児童扶養手

当関係情報であって主務省令で定

めるもの 

八十七 都道府

県知事等 

中国残留邦人等支援給付等の

支給に関する事務であって主

務省令で定めるもの 

医療保険者又は後期

高齢者医療広域連合 

医療保険給付関係情報であって主

務省令で定めるもの 

厚生労働大臣 労働者災害補償関係情報、戦傷病者

戦没者遺族等援護関係情報、失業等

給付関係情報、原子爆弾被爆者に対

する援護に関する法律による一般

疾病医療費の支給に関する情報、石

綿健康被害救済給付等関係情報又

は職業訓練受講給付金関係情報で

あって主務省令で定めるもの 

都道府県知事 災害救助法による救助若しくは扶

助金の支給、児童福祉法による小児

慢性特定疾病医療費、療育の給付若

しくは障害児入所給付費の支給若

しくは母子及び父子並びに寡婦福

祉法による資金の貸付けに関する

情報、障害者自立支援給付関係情報

又は難病の患者に対する医療等に

関する法律による特定医療費の支

給に関する情報であって主務省令

で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関

係情報又は母子及び父子並びに寡



 

婦福祉法による給付金、特別児童扶

養手当等の支給に関する法律によ

る障害児福祉手当若しくは特別障

害者手当若しくは昭和六十年法律

第三十四号附則第九十七条第一項

の福祉手当の支給に関する情報で

あって主務省令で定めるもの 

市町村長 地方税関係情報、母子保健法による

養育医療の給付若しくは養育医療

に要する費用の支給に関する情報、

児童手当関係情報、介護保険給付等

関係情報又は障害者自立支援給付

関係情報であって主務省令で定め

るもの 

社会福祉協議会 社会福祉法による生計困難者に対

して無利子又は低利で資金を融通

する事業の実施に関する情報であ

って主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣若しく

は日本年金機構、共済

組合等又は農林漁業

団体職員共済組合 

年金給付関係情報、厚生年金保険制

度及び農林漁業団体職員共済組合

制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する

等の法律による年金である給付の

支給に関する情報、特別障害給付金

関係情報又は年金生活者支援給付

金関係情報であって主務省令で定

めるもの 

文部科学大臣又は都

道府県教育委員会 

特別支援学校への就学奨励に関す

る法律による特別支援学校への就

学のため必要な経費の支弁に関す

る情報であって主務省令で定める

もの 

都道府県教育委員会

又は市町村教育委員

会 

学校保健安全法による医療に要す

る費用についての援助に関する情

報であって主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣又は都

道府県知事 

特別児童扶養手当関係情報又は労

働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律による職業転換

給付金の支給に関する情報であっ

て主務省令で定めるもの 

地方公務員災害補償

基金 

地方公務員災害補償関係情報であ

って主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣又は都 中国残留邦人等の円滑な帰国の促



 

道府県知事等 進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律による永住帰国旅費、

自立支度金、一時金若しくは一時帰

国旅費の支給に関する情報又は中

国残留邦人等支援給付等関係情報

であって主務省令で定めるもの 

都道府県知事又は広

島市長若しくは長崎

市長 

原子爆弾被爆者に対する援護に関

する法律による手当等の支給に関

する情報であって主務省令で定め

るもの 

内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情

報であって主務省令で定めるもの 

九十 都道府県

知事又は広島

市長若しくは

長崎市長 

原子爆弾被爆者に対する援護

に関する法律による介護手当

の支給に関する事務であって

主務省令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省

令で定めるもの 

百十三 文部科

学大臣、都道

府県知事又は

都道府県教育

委員会 

高等学校等就学支援金の支給

に関する法律による就学支援

金の支給に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省

令で定めるもの 

百二十 都道府

県知事 

難病の患者に対する医療等に

関する法律による特定医療費

の支給に関する事務であって

主務省令で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦

人等支援給付等関係情報であって

主務省令で定めるもの 

 


